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新型コロナウイルス感染症拡大防止のための臨時休業の継続について 

 

臨時休業期間は３月１４日(土)から３月２２日（日）まで継続されました。臨時休業中の家庭生活に

ついては、下記のことについて充分留意して過ごされますよう、御協力をお願いいたします。 

 

記 

１ 健康観察 

一斉臨時休業中は毎日体温を測定するなどして、健康状態を確認してください。また、風邪同様の 

症状が出た場合は、かかりつけの医療機関へ連絡して指示に従い、マスクの使用など他の受診者への 

感染拡大防止に配慮の上受診してください。 

 

２ 一斉臨時休業中の過ごし方 

原則として不要な外出をせず、家の中で過ごしてください。やむを得ない理由により外出する場合 

は、人ごみを避け、帰宅後は手洗い等を徹底してください。 

 

３ 事故防止について 

事故等が発生した場合には、直ちに警察、学校等に連絡してください。また、不安や悩み、心配な 

状況が見られる場合にも同様にお願いします。 

 

４ 修了式及び私物の持ち帰りについて 

３月２２日(日)まで、登校は禁止、３月３１日(火)まで部活動は中止とします。 

３月２３日(月) 修了式 各ＨＲ教室で通知表配布及び諸連絡を行います。 

第１学年  ９：００登校  第２学年 １０：３０登校 

 

登校前の健康状態を確認し、生徒に発熱等の風邪の症状が見られる場合には、無理せずに自宅で休 

養させてください。 

上記に該当する場合は欠席扱いとせず、公欠扱いとします。ただし、欠席する場合は必ず学校に連 

絡してください。なお、新型コロナウィルス感染症の場合はインフルエンザと同様「出席停止」とい 

たします。 

  ２４日以降は新年度準備に入ります。私物はすべて持ち帰り、個人ロッカーを空にして、鍵は外し 

てください。多くの荷物がある場合は、以下の希望者可能登校日を利用してください。 

  

 臨時休業期間の課題や諸連絡は Classi 等で配信されています。よく確認をして、自宅での学習に

役立ててください。私物の持ち帰り、諸手続き等が必要な場合は上記の日程に登校してください。担

任や教科担当の先生方に用のある場合はあらかじめ連絡を取るようにしてください。 

 

登校に際しては保護者の方に了承を得てください。 

登下校の際の交通機関使用等も踏まえ、混雑を避けるようにしてください。 

校内での友人との交流はできません。速やかに帰宅してください。 

 ３月１６日(月) ３月１７日(火) ３月１９日（木） 

 9:00～12:00 12:00～15:00 9:00～12:00 12:00～15:00 9:00～12:00 12:00～15:00 

１年生 〇   〇 〇  

２年生  〇 〇   〇 


